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本年もよろしくお願いします！ 

  桜の季節もいつしか過ぎ、葉桜の季節となりました,皆様方におかれましては、ますますご清祥

のこととお喜び申し上げます。 

  ４月より、事務局も新たなメンバ－を迎え、今年度も活動組織や市町村の皆様のお役に立てるよ

う頑張りたいと思います。本年度もよろしくお願い申し上げます。 

                                                           

  さて、今回の「地域協議会だより」は、主に３月に開催した平成 28 年度通常総会において報告した

平成 28 年度の活動実績と議決された平成 29 年度の事業計画、総会後に行われた講演会について

お知らせします。 

  

平成 28年度通常総会 

  協議会規約第 13条に基づく平成 28年度の通常総会が、

去る３月 21 日（火）、長野市の長野県土地改良会館で開催さ

れました。会員数 78名（本人出席 13名、代理人出席 21名、

委任状 44名） 

●総会の内容 

１．報告事項 

 （１）平成 28 年度事業実績見込み及び予算の執行状況に

ついて 

２．議決事項 

 （１）平成 27年度事業報告及び収支決算について 

 （２）平成 29年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

 （３）役員の選任について 
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長野県の多面的機能支払事業の平成 28年度実施状況 

  総会では、農政部農地整備課農地・水保全係の武田担当係長より、事業の実施状況の報告があり

ました。 

●取組面積と交付金額 34,675ha、22億 4,000万円余り 

●カバー率（県の農振農用地面積に対する取組面積の割合 H27：31.2％→H28：33.7％ 

区分 

H27実績 H28実績見込み 

市町 
村数 

地区

数 

取組面積 

(交付金対象面積) 

カバ 
ー率 

市町 
村数 

地区

数 

取組面積 

(交付金対象面積) 

カバ 
ー率 

農地 

維持 

71 

761 

田 22,037  45.4% 

72 

793 

田 23,534  48.5% 

畑 9,646  21.0% 畑 10,690  23.3% 

草地 106  1.3% 草地 137  1.6% 

小計 31,789  30.9% 小計 34,361  33.4% 

資源向上 
（共同） 

492   22,053  21.4% 512   23,340  22.7% 

資源向上 
（長寿命化） 406   22,730  22.1% 434   25,917  25.2% 

全体 
カバー率 71 772   32,103  31.2%  804    34,675 33.7% 

※カバー率は国公表値 102,825ha(田 48,495ha、畑 45,956ha、草地 8,373ha)に対する率。  

※全体カバー率は、「農地維持の取組面積」と「資源向上のみ取組む面積」を含めた率。      

●取組面積の推移 H19：10,365ha→H28：34,675ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 
市町 

村数 

活動 

組織数 

取  組  面  積  ( ha) 

（ 交 付 金 対 象 面 積 ） 
交 付 金 額 （千円） 

 
田 畑 草地  国費 県費 

市町村

費 

農地維持 72 793 34,361 23,534 10,690 137 919,402 459,700 229,851 229,851 

資源向上 

（共同） 
57 512 23,340 17,093 6,147 100 372,869 186,435 93,217 93,217 

資源向上 

（長寿命化） 
53 434 25,917 18,385 7,486 46 951,533 475,767 237,883 237,883 

計  〔804〕 〔34,675〕 〔23,830〕 〔10,708〕 〔137〕 2,243,804 1,121,902 560,951 560,951 
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田 畑 草地

H19 10,365 7,884 2,450 31

H20 12,280 9,242 2,941 97

H21 12,402 9,333 2,972 97

H22 12,646 9,511 3,038 97

H23 12,855 9,560 3,198 97

H24 13,719 10,183 3,438 98
H25 14,803 11,046 3,659 98
H26 25,300 18,666 6,532 102
H27 32,103 22,333 9,664 106
H28 34,675 23,830 10,708 137

年度
交付金対象面積（ha）

《左図：取組面積の推移》 

《下表：地目毎の取組み面積》 

農地・水保全管理支払 H19～H25 H26～多面的機能支払 
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多面的協議会の平成 28年度の主な事業実績 

  総会では、酒井事務局長より平成 28年度の主な事業実績の報告がありました。 

●平成 28年事業実績 

事 業 内 容 

活動計画書の事前確認 市町村の確認事務の支援：新規 51、変更 128 計 179 

事務研修会 書類作成や事業内容の理解を深めるため 14会場、313組織、575人 

技術研修会 ３テーマ：水路の目地補修(212 人)、事故防止・安全管理（188 人）、法面の小段

の設置（11人）計 411人 

市町村担当者会議 市町村職員を対象に実施：1会場、137人 

協議会だよりの発行 研修内容や活動組織の活動内容を紹介、毎月 1回、12回発行 

ホームページの更新 県内の活動組織の情報の提供や事業実施に必要な様式の提供、 

活動組織の取組エリアの掲載など 

活動区域情報システムの更新 GIS地図情報に取組み地域を入力 新規 50、変更修正 108、 

中山間直接支払交付金取組集落 1,062協定 

 

平成 29年度の事業計画 

総会では、第 2号議案で平成 29年度の主な事業計画の提案があり、満場一致で議決されました。 

●H29事業計画 

時  期 内       容 

4月 ・協議会だよりの発行、市町村担当者研修会、活動の手引き配布 

5月 
・事業計画書等の審査支援、新規組織に対する研修会、 

市町村の巡回相談、意見交換 

6月 ・外部監査、ホームページの更新（申請様式などの更新） 

7月 ・継続組織に対する研修会、事務の軽減に係る研修会 

8月 ・活動区域情報システムの更新 

9月 ・活動組織の中間確認指導（～12月） 

10月 ・内部監査 

11月 ・シンポジウム 

11～1月 ・技術研修会 

12月 ・事例集の作成 

3月 ・内部監査、幹事会、通常総会                   
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平成 29年度の役員・事務局体制 

  新年度の役員                                 新年度の事務局体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員 所属 職名 氏名 

会長 長野県土地改良事業団体連合会 常務理事 赤羽 昭彦 

副会長 長野県 農業政策課長 中村 正人 

副会長 長野県農業協同組合中央会 参事 武重 正史 

監事 長野県農業会議 事務局長 小林 文彦 

監事 長野市 農林部長 西島 勉 

職名 氏名 

事務局長 田中 庫夫 

技術指導員 白石 昌仁 

書記 小田切 優 

指導員 坂田 忠則 

■問い合わせ先 

長野県農業農村多面的機能発揮促進協議会 

    （担当：田中庫夫 白石昌仁） 

TEL 026-219-6351 FAX 026-219-6352 

Eメール nagano-tamenteki@wonder.ocn.ne.jp 

URL http://www.nagano-nouchimizu.net/ 

事務局紹介 

 

この４月より、事務局長に就任しました田中庫夫でございます。平成 27年度から多面的機能支払

が法律に基づいた制度となり３年目を迎えました。事務局としましても、更なる活動組織への推

進・指導等の情報提供に努めて参りたいと考えております。今後とも一層のご支援を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

 

白石技術指導員     田中局長     小田切書記 

※付帯決議「役員が任期途中に各所属の人事異動により交代した場合には、
その後任の者が役員にあたるものとする」に基づき決定 

※事務局は、規約第 22条「会長が
任命する者により組織する」に基
づき決定。 


